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熊本県における教育情報化の経緯

１ マイ・タッチ計画ステップ１
昭和６１年度～昭和６３年度

２ マイ・タッチ計画ステップ２
平成元年度～平成５年度

３ ニュー・タッチ計画
平成６年度～平成１０年度

４ モア・タッチ計画
平成１１年度～平成１６年度

５ 熊本県教育情報化推進事業
平成１７年度～平成１９年度

コンピュータを教える

コンピュータで教える

コンピュータで学ぶ

ネットワークの活用

教育の情報化



熊本県教育委員会の教育情報化の推進体制

市町村市町村

担当指導主事２人

教育政策課

義務教育課義務教育課 高校教育課高校教育課 社会教育課社会教育課

熊本県教育庁（教育委員会事務局）１０課及び出先機関

情報企画課情報企画課

相談

支援
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県立教育
センター

県立教育
センター

連携
ポータルサイトの運用
教員研修

情報化計画・予算
ネットワークの運用

・・・・・・ 学校人事課学校人事課

情報化計画・予算・ネットワークの運用等に関する連絡・調整・コンサルティング

課長

市町村立学校

１ 目的
学校における教育情報化の推進役となる校内リー
ダーの養成

２ 校内リーダーの役割
・学校の教育情報化推進役として校務分掌に位置づけ
・情報教育の計画策定、実施の支援
・教育情報化に関する校内研修の実施
・校内のＩＣＴ機器の活用とネットワークの運用
・学校ホームページ等の運用
・学校の情報セキュリティに関する管理運用の支援

熊本県教育情報化推進事業における指導者養成研修



～平成１７年度

平成１８年度～

県立学校

県立学校

小・中学校

小・中学校

熊本県教育情報化推進事業における指導者養成研修体系図

地域リーダー研修 校内リーダー研修

小・中学校地域リーダー研修

県立学校校内リーダー研修

・期日：６月に１日間

・場所：パレアホール

・参加者：

各県立学校１名

小・中学校地域ﾘｰﾀﾞｰ

教育情報化ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

各教育事務所指導主事

・各教育事務所で実施
・夏季休業期間中の１日

・各学校１名参加

・５カ所の県立学校で実施

・１日、各学校１名参加

・各教育事務所で実施
・夏季休業期間中の１日

・各学校１名参加

・期日：５月に２日間

・場所：県立教育センター

・参加者：

小・中・県立学校地域

リーダー

各教育事務所指導主事

小・中学校校内リーダー研修

指導者養成研修の構成

地域リーダー
（市町村立学校教諭）

教育情報化
コーディネータ

県立学校
校内リーダー

（各学校１名参加）

小学校
校内研修

中学校
校内研修

県立学校
校内研修

校内リーダー
各学校１名参加

学校の依頼により派遣

講師として
HPに公開

各教育事務所で
実施（１０地域）

各教育事務所
担当指導主事

運営 講師

講師 講師 講師

小・中学校地域リーダー研修 県立学校校内リーダー研修

小・中学校校内リーダー研修

合同で実施

校内リーダー 校内リーダー 校内リーダー



指導者養成研修の内容

（午前）

１ 熊本県の教育情報化の現状と施策の概要

２ 重点的に取り組む事項について

３ 情報モラルに関する指導事項について

４ 研修実施方法に関することについて

（午後）

教育情報化に関する講演 （一般参加も可）

平成19年度の実施内容

開会行事（あいさつ、日程説明）
研修１ ・本研修の進め方について
研修２ ・本県の進める「教育の情報化」推進について

・青少年保護育成条例の改正によるフィルタリング機能活
用について

研修３ ・ＩＣＴスキルアップオンラインについて
研修４ ・講演「フィルタリング活用の実際」

【昼食】一般受付（12:50～13:20）

午後の部 あいさつ
研修５ ・講演「国の進める教育の情報化」
研修６ ・シンポジウム「教育の情報化を学校でどう推進するか」
閉会

１０：００～１２：００

１３：２０～１５：５０



成 果 の 一 例
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ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを操作できる教員の割合

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀで指導できる教員の割合

17年度
（平成）

課 題

１ 学校の教育情報化推進体制が確立しているとは言
えず、校長、教頭、校内リーダー、その他の教職員の
役割を明確にし、実行可能な状態とする必要がある。

２ 校内リーダーの意識やスキルに差があり、教育情報
化の推進役として、十分役割を果たしているとは言え
ない面がある。

３ 校内リーダーとして、毎年同じ教員が参加する場合
があり、多くの指導者を養成するという面からは考慮
する必要がある。



意 見

１ 教育情報化推進のために

・ 教育CIOは、財政当局に対して直接予算要求できる部
署に置く必要がある。（市町村教育委員会等）

・ 専門的知識を有するCIO補佐官の配置が必要

２ 学校の情報化推進のために

・ 学校の情報化推進体制の確立

・ 管理職（校長・教頭）への情報化推進に関する情報の
提供

・ 学校の情報化推進計画の策定

・ 校内研修の実施と内容の充実


